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令和７年横審第２２号 

裁    決 

油送船Ａ乗揚事件 

 

  受  審  人  ａ 

    職  名 Ａ船長 

    海技免許 四級海技士（航海） 

補  佐  人  １人 

 

 本件について、当海難審判所は、理事官小林努出席のうえ審理し、次

のとおり裁決する。 

 

             主    文 

 

 受審人ａの四級海技士（航海）の業務を１か月停止する。 

 

             理    由 

 （海難の事実） 

１ 事件発生の年月日時刻及び場所 

 令和７年３月７日１２時４６分半 

 愛知県衣浦港 

２ 船舶の要目 

  船 種 船 名 油送船Ａ 

  総 ト ン 数 ４９９トン 

  全   長 ６５.１９メートル 

  機関の種類 ディーゼル機関 
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   出   力 ７３５キロワット 

３ 事実の経過 

Ａは、平成６年３月に進水した船尾船橋型鋼製油送船で、船橋の前

部中央に操舵スタンド、その左舷側にレーダー２台、同スタンド右舷

側にＧＰＳプロッター及び機関コンソールをそれぞれ装備し、ａ受審

人ほか４人が乗り組み、Ｃ重油約１,０００キロリットルを載せ、船

首３.４メートル船尾４.５メートルの喫水をもって、令和７年３月７

日０９時０５分名古屋港第２区を発し、衣浦港の武豊北ふ頭に向かっ

た。 

ところで、衣浦港は、知多湾北部の愛知県境川の河口に位置し、そ

の中央部西岸に南から５号地、武豊北ふ頭及び９号地、９号地北西方

に南ふ頭岸壁、９号地北方に中央ふ頭（西）、９号地対岸の同港中央

部東岸に４号地がそれぞれ築造され、９号地と中央ふ頭（西）の間に、

９号地北面の岸壁に沿って約２５０メートル北東方沖合まで干出浜及

び水深２メートル以下の浅所（以下「９号北浅所」という。）が拡延

していて、中央ふ頭（西）の西２・３号物揚場南面海域で、ふ頭造成

事業に伴う埋立て工事が実施されており、南ふ頭岸壁等へ出入するた

めの仮設航路が設けられ、同航路に沿って高さ３メートルのやぐら型

簡易標識灯６基がそれぞれ設置されていた。 

また、ａ受審人は、約３０年間油送船に航海士及び船長として乗り

組んだ経歴を有しており、衣浦港の４号地に５回程度着岸した経験を

有していたものの、武豊北ふ頭への同経験がなく、Ａには前示の名古

屋港発航日に乗り組んだものであった。 

そして、ＡのＧＰＳプロッターは、画面表示を拡大させると、９号

北浅所の干出浜端が黄色、水深２メートルの等深線が赤色の各破線で

それぞれ表示されるようになっていた。 
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発航に先立ち、ａ受審人は、前任の船長から、スマートフォンのア

プリケーションソフトウェアによる連絡で、荷役予定岸壁が武豊北ふ

頭であること及び荷役作業の内容等に関する引継ぎを受けていたもの

の、その詳細を確認しておらず、同ふ頭の位置及び９号北浅所の存在

を承知していなかったが、過去の経験から、武豊北ふ頭が南ふ頭岸壁

であり、その近くに至って綱取り業者の動きを見れば着岸場所が分か

るはずなので、前任船長からの引継ぎ連絡の詳細を確認しなくても、

無難に武豊北ふ頭へ至ることができるものと思い、海図で武豊北ふ頭

の位置を把握して予定航行経路の状況を確認するなど、水路調査を十

分に行わなかった。 

こうして、ａ受審人は、名古屋港を出航後、航海士に船橋当直を引

き継いで伊勢湾を南下したのち、１１時００分再び単独の船橋当直に

就き、３海里レンジとした２号レーダー及びＧＰＳプロッターをそれ

ぞれ作動させ、師崎水道を北上して衣浦港に入航し、１２時３５分半

９号地東方沖合を航過し、１２時４０分僅か前衣浦港中央ふとう西灯

台（以下「中央西灯台」という。）から２３５度（真方位、以下同

じ。）１,２３０メートルの地点で、１０.３ノットの速力（対地速力、

以下同じ。）で、手動操舵によって左回頭を始め、１２時４３分僅か

過ぎ中央西灯台から２７１度１,２００メートルの地点に至って回頭

を終え、船首を３００度に向けて７.５ノットの速力から緩やかに減

速しながら進行し、９号北浅所に向かって接近する状況となり、１２

時４６分南ふ頭岸壁の方へ向けようと左舵をとったところ、１２時 

４６分半中央西灯台から２８１度１,８１０メートルの地点において、

Ａは、船首が２８７度を向き、４.９ノットの速力となったとき、９

号北浅所に乗り揚げた。 

当時、天候は晴れで風力５の北西風が吹き、潮候は下げ潮の中央期
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にあたり、視界は良好であった。 

乗揚の結果、船底外板の擦過傷及び推進器翼の欠損等を生じたが、

のちに修理された。 

 

（原因及び受審人の行為） 

 本件乗揚は、名古屋港第２区において、衣浦港の武豊北ふ頭に向けて

発航する際、水路調査が不十分で、９号北浅所に向かって進行したこと

によって発生したものである。 

 ａ受審人は、名古屋港第２区において、衣浦港の武豊北ふ頭に向けて

発航する場合、同ふ頭の位置及び９号北浅所の存在を承知していなかっ

たのだから、海図で武豊北ふ頭の位置を把握して予定航行経路の状況を

確認するなど、水路調査を十分に行うべき注意義務があった。ところが、

同人は、過去の経験から、武豊北ふ頭が南ふ頭岸壁であり、その近くに

至って綱取り業者の動きを見れば着岸場所が分かるはずなので、前任船

長からの引継ぎ連絡の詳細を確認しなくても、無難に武豊北ふ頭へ至る

ことができるものと思い、水路調査を十分に行わなかった職務上の過失

により、９号北浅所に向かって進行して乗揚を招き、船体に損傷を生じ

させるに至った。 

 以上のａ受審人の行為に対しては、海難審判法第３条の規定により、

同法第４条第１項第２号を適用して同人の四級海技士（航海）の業務を

１か月停止する。 

 

 よって主文のとおり裁決する。 

 

   令和８年３月１２日 

     横浜地方海難審判所 
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          審 判 官  米  倉     毅 

 

 


